
入 札 公 告

下記のとおり一般競争入札に付します。
令和５年１月１３日

支出負担行為担当官
警察大学校教務部会計課長

金 澤 武 好

記

１ 契約担当官等の官職及び氏名
支 出 負 担 行 為 担 当 官
警察大学校教務部会計課長 金 澤 武 好

２ 競争入札に付する事項
一式(1) 調達件名及び数量 警察大学校第４サブ受変電室 変圧器ほか交換等工事

(2) 工 事 場 所 東 京都府中市朝日町３－１２－１ 警察大学校
(3) 工 期 契約の翌日から令和５年３月30日(木)
(4) 工 事 内 容 本工事は、警察大学校術科棟第４サブ受変電室内の非常動力NO.1系統変圧器

及び遮断機が故障し、他の動力系統からの仮設配線により対応しているため、
故障機器の交換及び仮設系統配線からの復旧に 工事を行うもの付帯する一切の
である。
入札金額は総価を記入すること。(5) 入 札 方 法 等
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ

ーセントに相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も
った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、
同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
、 」 、 、(3) 令和３・４年度の内閣及び内閣府所管の建設工事競争参加資格者であって ｢電気 において Ａ

Ｂ又はＣのいずれかの等級に格付けされている者であること｡
(4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、
国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(5) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

契約条項を示す場所等４
(1) 入札説明書の交付方法

本公告の日から、令和５年１月27日（金）17時15分 まで下記(2)の場所において随時交付する。
（土日祝日を除く、8時30分～17時15分 (11時50分～12時50分を除く) ）。

(2) 入札説明書の交付場所
東京都府中市朝日町３－１２－１
警察大学校教務部会計課管財営繕係
※仕様説明等を行うため、来庁される場合は事前に電話にて下記問い合わせ先にご連絡していただ
いた後、来庁をお願いいたします ：事前連絡なしで来庁された場合、担当者が不在で仕様説明が後。
日になる場合があります。
問い合わせ先(3)
警察大学校教務部会計課管財営繕係
電話番号 ０４２－３５４－３５５０ 内線２１５１

競争参加資格を有することを証明する書類の提出場所並びに提出期限５
東京都府中市朝日町３－１２－１ 警察大学校教務部会計課(1) 場 所

(2) 日 時 令和５年１月30日（月） 17時15分

６ 入札書の提出場所並びに提出期限
東京都府中市朝日町３－１２－１ 警察大学校教務部会計課(1) 場 所

(2) 日 時 令和５年２月２日（木） 17時15分

７ 開札の場所及び日時
東京都府中市朝日町３－１２－１ 警察大学校教務部会計課(1) 場 所

(2) 日 時 令和５年２月３日（金） 14時00分

８ その他
(1) 入札保証金

徴収免除
(2) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格の無い者のした入札及び入札条件に違反した入札。
(3) 契約書作成の要否

契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
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入 札 概 要

警察大学校内 術科棟第４サブ受変電室内の非常動力NO.1系統変圧器及び遮断機が

故障し、他の動力系統からの仮設配線により対応しているため、故障機器の交換及び仮設

系統配線からの復旧 工事。する

第４サブ受変電室内の非常動力NO.1系統変圧器及び遮断機について、既設品を撤去し

新品の変圧器及び遮断機に交換を行う。

配電用ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器の規格については、既設と同等品とする。

既設の配電用ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器の規格は下記のとおり

・三相 100kVAﾓｰﾙﾄﾞ変圧器

東芝インフラシステムズ(株)製

型式：RCT-N2-50Hz-100kVA-R6600V-210V(Yd1)

製造年月日：1999年11月

遮断機の規格については、既設と同等品とする。

既設の遮断機の規格は下記のとおり

・ 遮断機

寺崎電気産業（株）製

型式：ＸＳ５０ＣＢ

（５０ＡＦ／５０ＡＴ）裏面型

他動力系統から仮設された配線について、仮設電源線を撤去し、本電源への切替復

旧する。

① 撤去した仮設電源線については、指示した場所に移動すること。

② 本工事で撤去した既設品（仮設電源線を除く）及び発生した廃材等

については、法律に基づき適正に処分すること。


